
令和７年 第1回 定例教育委員会 議事録 

 

１ 開催日時 令和7年1月29日（水）午後3時50分～ 

 

２ 開催場所 豊見城市役所 4階 第1会議室 

 

３ 出席者 

［委 員］  

  教 育 長  教育委員4名 

 

［事務局］  

教育部長 教育総務課長 学校教育課長 学校施設課長 文化課長 生涯学習

振興課長  学校教育課参事 

 

 ４ 欠席者 0人  

 

 ５ 傍聴人 0人 

 

６ 教育長の報告の要旨 別添教育長業務報告 

 

７ 議題及び議事の大要 次のとおり 

 

８ 議決事項  

臨時代理について（専決処分の報告について） 

令和6年度（令和7年度進学予定者）豊見城市育英会給付奨学金の 

給与審査について 

  

９ 教育長又は会議において必要と認める事項 
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◎ 会議の要旨 

教育長  これより、令和７年第１回定例教育委員会を開催します。 

 それでは、日程第１の会議録署名委員の指名であります。本日の会議

録署名委員に備瀬委員を指名します。よろしくお願いいたします。 

 続いて、日程第２の会期日程ですが、１日としてよろしいでしょう

か。 

 （「はい」と呼ぶ者あり） 

教育長  それでは、会期日程は１日とします。 

 次に、本日の議題ですが、お手元に配付しております議事日程に沿っ

て進めてまいります。 

 続きまして、日程第３の議題に入ります。教育長の業務報告を行いま

す。 

 令和６年12月24日火曜日、生涯学習フェスティバル実行委員会に出席い

たしました。 

 令和７年１月６日月曜日、豊見城中学校より第37回女子県中学校駅伝大

会優勝の報告を受けました。 

 １月８日水曜日、定例校長会に出席しました。 

 １月９日木曜日、第40回南部振興会表彰式・祝賀会並びに令和７年南部

地区関係団体合同新年懇親会に出席しました。 

 １月10日金曜日、沖縄県市町村教育委員会連合会第３回理事会に出席い

たしました。 

 １月11日土曜日、嘉手納基地内のハイスクールにて、豊見城市内中学校

とのバスケ交流に参加いたしました。 

 １月12日日曜日、市内中学校区はたちの集いに参加いたしました。 

 １月15日水曜日、水戸ホーリーホックサッカーキャンプ歓迎セレモニー

に参加しております。 

 同日、南部広域行政組合総合教育会議、教育委員会定例会に出席いたし

ました。 

 １月18日土曜日、第50回新春健康マラソン・ウォーキング大会に参加い

たしました。 

 １月22日水曜日、市町村教育委員会教育長・教育委員研修会に出席いた

しました。 

 １月23日木曜日、とみぐすく産葉野菜を使った学校給食会に参加いたし

ました。 

 １月24日金曜日、第２回沖縄県都市教育長協議会に出席いたしました。 
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 １月27日月曜日、第３回島尻市町村教育長会役員会、定例会、第２回市

町村教育長研修会に出席いたしました。 

 以上が、業務内容となっております。 

 続いて、日程第４の承認第１号 臨時代理について（専決処分の報告

について）であります。事務局、説明をお願いいたします。 

学校施設課長  学校施設課長、石川です。承認第１号 臨時代理について説明いたし

ます。 

 提案理由としましては、当該事案については、豊見城市教育委員会の

権限に属する事務の一部委任等に関する規則第２条第１項第３号の規定

において教育委員会の議決事項とされているところであるが、緊急を要

し、教育委員会に付議する暇がないとみとめられるため、同規則第４条

の規定により別紙のとおり臨時代理を行ったもので、それを教育委員会 

に報告し、その承認を求めるものであります。 

 ページをめくっていただいて、臨時代理書です。豊崎中学校グラウン

ド整備工事において、数量等の変更が生じ変更契約の締結を執行する専

決処分を行ったため、次の教育委員会に報告を行う必要があるが、教育

委員会の会議については、令和７年第１回市議会臨時会後の招集となる

ことから、緊急を要し、教育委員会に付議する暇がないため、臨時に代

理を行ったものでございます。 

 次のページが市議会臨時会に提案した専決処分の報告になっておりま

す。 

 さらにめくっていただいて、専決処分書で内容を説明したいと思いま

す。本件は、令和６年第２回豊見城市議会（定例会）にて議決をされま

した豊崎中学校グラウンド整備工事に関する工事請負契約の締結につい

ての一部を変更することとなったため、専決処分となっております。変

更の内容としましては、議決時の契約金額が３億8,010万5,000円、変更

金額が166万5,400円の増額となっており、変更後の金額が３億8,177万

400円でございます。 

 次のページが工事の位置図となっていまして、さらにもう１枚めくっ

ていただいて、工事の変更理由書で変更内容を説明したいと思います。

変更の主な理由としまして、ちょっと見慣れない土工、塗装工とか書い

てあるのですが、変更の主な理由としましては、グラウンドの整地に係

る残土処分等の精算に伴う増額や、芝生等について現場状況に合わせた

変更に伴う減額、管理面を考慮して防草コンクリートという雑草が生え

ないようにコンクリートを舗装するなどの追加、元々グラウンドのほう

に既設プレハブ事務所があったところの解体・撤去に伴う数量の精算に
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伴う減額等となっており、増額・減額あったものを合計すると166万

5,400円の増額変更として現場を収めましたということになっておりま

す。 

 説明は以上となります。 

教育長  ありがとうございます。事務局の説明がございましたが、この内容に

ついてご質問がありましたら委員の皆さん、挙手でお願いいたします。 

 ご質問がないようですので、終了としてよろしいでしょうか。 

 （「はい」と呼ぶ者あり） 

教育長  承認第１号 臨時代理について（専決処分の報告について）は、提案

どおり承認ということでよろしいでしょうか。 

 （「はい」と呼ぶ者あり） 

教育長  ありがとうございます。 

 それでは、その他連絡事項の説明を事務局からお願いいたします。 

 （その他報告 反訳なし） 

教育長  続いて、日程第５の議案第１号 令和６年度（令和７年度進学予定

者）豊見城市育英会給付奨学金の給与審査についてですが、審議の前

に、この審議には個人情報が含まれておりますので、個人情報保護のた

め非公開とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （「はい」と呼ぶ者あり） 

教育長  提案どおり非公開ということで進めます。 

 （日程第５ 非公開のため反訳なし） 

教育長  議案第１号 令和６年度（令和７年度進学予定者）豊見城市育英会給

付奨学金の給与審査については、提案どおり決定をしたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

教育長  それでは、提案どおり決定ということで進めます。よろしくお願いい

たします。 

教育総務課長  ありがとうございます。議案の説明のほうは以上になりまして、事務

局から次の定例教育委員会の日程の通知をしたいと思います。 

 次回の定例教育委員会につきましては、令和７年２月17日月曜日１時

半から開催を予定しております。また、ご案内通知を出したいと思いま

すので、ご出席のほうをよろしくお願いします。 

 第３月曜日です。議会が次の週から始まるということで、一週早く設

定させていただいているので、ご都合のほう調整していただければと思

います。 
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教育部長  現在、育英会の事業というのは、一般会計とは別に特別会計という財

布を分けて運営しております。今回教育委員会といたしましては、特別

会計の独立会計ということになっていたのですが、特別会計を閉じて一

般会計に移して取り組むということで考えております。現時点では奨学

金事業をどのようにしていくかということについては、今検討している

ところです。ただ、ニードが徐々に下がってきていて、一方では、議会

のほうからはもっと拡充ができないかとか、給付が増やせないかとか、

もっと生活保護だけではなくて困窮世帯とかにいけないのかという話が

出ています。ただ、財源の問題がどうしてもあって、特別会計である限

りにおいては、独立会計、寄附金が増えるとか、基金が安定的に増える

ことがない限り無理ですので、とりあえず特別会計は閉じさせていただ

くということで、今手続を進めさせていただいております。今後の育英

会事業の在り方については、まず特別会計を閉じた後、拡充も含めて検

討して、方向性、ほかの事業との優先されてきたこととか、施策展開に

ついて、引き続き検討を進めていきたいと思っています。また来月、次

回の教育委員会でこの話が出てくるかと思いますが、そういう動きに

なっているということでご理解をいただけたらというふうに思っていま

す。 

宮城委員  例えば、今現在はいろいろな寄附金をもとに成り立っているというこ

とですか。 

教育部長  おっしゃるとおりです。 

宮城委員  これは育英資金にしてくださいという名目での寄附を受けているとい

うことですよね。一般会計となった場合は、そういう名目での寄附がも

しあった場合。 

教育部長  すみません、説明が足りませんでした。今、育英会基金という、要す

るに財布というか、口座があるんですね。これのために使うお金が別途

口座があって、そこにお金が入っている。そこから引き出して、特別会

計に入れて、基金と言うんですが、基金から取り出して、特別会計の会

計から繰り入れをして支払う。余れば基金に繰り入れるということで、

そういう運営をしています。特別会計から出すところが基金、口座から

どこに入れるかというのが、特別会計ではなくて一般会計に変わるだけ

ですので、基本的に今まで寄附されている内容については、その趣旨を

踏まえた形で広く人材育成と言っていますので、育英会にかかわらず、

ここら辺のところの議論はもうちょっと広く議論するのか。実際、入学

準備金についても、本来の育英会事業かと言われると、実はそうではな




